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第１章 重大事故・特定災害 

 

第１節 海上災害への対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１項 海上災害応急対策の実施 

１ 活動態勢の確立 

町は、町の周辺海域において、海上災害又は海難事故等が発生したことを覚知したときは、

町災害対策本部を設置する等、必要な応急活動が実施できる態勢をとります。 

 風水害等対策２第１章第１節「活動態勢の整備」（Ｐ．３-11）参照 

 

 

町地先海域において、タンカー事故等による大量の油流失や火災又は高潮等による災害が

発生し、あるいは発生するおそれがある場合、又は陸上で流失油事故が海域に及ぶ場合、船

舶及び沿岸地域の人命、財産並びに水産資源を災害から保護するため、町及び防災関係機関

は緊密な協力のもとに、各種応急対策を迅速に推進し、災害の防止及び被害の減少に努める

ものとします。 

第１節 海上災害への対策 

第１項 海上災害応急対策の実施 

第２項 津波時の船舶等の自主避難対策 

【主担当課等】 

  各班共通 
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２ 情報の伝達 

（１）関係機関との連絡 

ア 海上での災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊海上災害防止センターは、事故原因者から委託、又は海上保安庁からの指示があった場

合に活動します。 

 

関 係 各 部 

関 係 地 方 部 

陸 上 自 衛 隊 
第33普通科連隊 

防災関係機関 

警 察 本 部 

関 係 企 業 
その他関係機関 

中部地方整備局 

愛 知 県 

保 安 部 署 
航 空 基 地 

自 衛 隊 

海上災害防止 
セ ン タ ー 

県 （ 防 災対 策部 ） 

紀 北 町 

尾 鷲 警 察 署 

港 湾 施 設 管 理 者 

第 四 管 区 
海 上 保 安 本 部 

各
海
上
保
安
部 

付
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船
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通
報
義
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イ 陸上からの災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）一般への周知 

ア 船舶への周知 

防災関係機関は、災害が発生し又はその波及が予想される場合は、海上における船舶

の安全を図るため、災害の状況並びに安全措置について、おおむね次の区分により一般

船舶に対し、周知に努めます。 

機    関    名 周   知   方   法 対 象 船 舶 

第 四 管 区 海 上 保 安 本 部 無 線 通 信 ・ 電  話 付 近 船 舶 

尾 鷲 海 上 保 安 部 無 線 通 信 ・ 電  話 付  近  船  舶 

放 送 局（Ｎ Ｈ Ｋ・民 放） ラ ジ オ ・ テ レ ビ 放 送 付  近  船  舶 

尾 鷲 海 上 保 安 部 船 舶 拡 声 器 に よ る 放 送 港 内 船 舶 

イ 沿岸住民への周知 

町及び防災関係機関は沿岸住民及び施設等に波及し、又は波及することが予想される

場合、人心の安定と施設の安全措置を図るため、次の区分により周知に努めます。 

機  関  名 周  知  方  法 周    知    事    項 

町 （ 消 防 機 関 ） 
防災行政無線及び広報

車からの放送等 

（１）事故の状況 

（２）防災活動の状況 

（３）火気使用制限、禁止及び交通規制、

禁止等の措置 

（４）避泊準備等一般的注意事項 

（５）その他必要事項 

尾 鷲 警 察 署 広報車からの放送等 

尾 鷲 海 上 保 安 部 巡視船艇からの放送 

放 送 局 

（ＮＨＫ・民放） 
テレビ・ラジオ放送 

 

３ 応急対策活動 

町及び防災関係機関は、相互間の連絡を密にし、次により強力かつ円滑な応急対策を実施

自 衛 隊 

港 湾 管 理 者 

付 近 船 舶 

警 察 本 部 

関 係 各 部 

陸 上 自 衛 隊 
第33普通科連隊 

防 災 関 係 機 関 

紀 北 町 

尾鷲海上保安部 

尾 鷲 警 察 署 

県（防災対策部） 

海上災害防止センター 

通報を受け
た 機 関 

事故当事者 
事故発見者 

市 町 
（消防本部） 
警 察 署 
海 上 保安 部 

関 係 地 方 部 

地 元 防 災 機 関 
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するものとします。 

（１）総合的応急対策の策定並びに災害救助活動の総合調整及び統制 

（２）災害情報の交換 

（３）関係機関に対する協力要請 

 

４ 災害救助活動 

町及び防災関係機関は、必要に応じ相互に協力して次により災害救助活動を実施します。 

（１）流出油並び火災対策 

ア オイルフェンス展張による拡散防止 

イ 油回収船、油吸着材及び油処理剤による油処理 

ウ 消火 

エ 防災資機材の輸送 

オ 人命の救助、救護 

カ 船舶及び沿岸警戒並びに避難誘導 

キ 通信連絡 

（２）高潮・津波対策 

ア 船舶並び沿岸住民の避難 

イ 外洋における前進警戒 

ウ 沿岸水防対策の実施 

エ 気象情報の収集、連絡 

 

５ 流出油防除応急対策活動 

陸上施設及びタンカー等から、石油等が流出した場合（以下「流出油」という。）の応急対

策について、次により実施します。 

（１）実施機関 

流出油防除等の活動については、尾鷲海上保安部、海上災害防止センター、港湾管理者、

県及び町等がそれぞれ必要に応じ、必要な協力を行います。 

なお、必要に応じ「尾鷲湾排出油等防除協議会」等の組織の効果的な運営を図ります。 

また県及び尾鷲海上保安部は、各防災関係機関の応急対策を円滑に進めるため、必要に

応じ応急対策全般に係わる連絡調整を行う連絡調整本部を尾鷲海上保安部、県、沿岸市町、

警察、消防、自衛隊、その他関係機関で協議の上、設置するものとします。なお、この連

絡調整会議は、国に警戒本部が設置された場合は原則として第四管区海上保安本部に設け

られる連絡本部に包括されるものとします。 

連絡調整本部の設置場所は、尾鷲海上保安部若しくは災害現場又は災害現場付近の公共

施設等とし、各防災関係機関は連絡調整本部に職員を派遣し、迅速かつ的確な応急対策を

実施するものとします。 

（２）防御活動の分担 

ア 海上における防御活動の分担 

（ア）発災船舶等は、尾鷲海上保安部長への通報を行うとともに、流出油の拡大防止及び

回収作業を実施します。また、必要があると認められるときは、海上災害防止センタ

ーに、防除措置を依頼します。 

（イ）尾鷲海上保安部長は、流出油の拡大防止措置を講ずるとともに、船舶所有者等に、

防除措置の指示、命令を行い、さらに、海上での火気使用禁止、危険海域の設定及び

海上安全等に必要な指示、措置を行います。 

なお、緊急に防除措置を講ずる必要がある場合において、防除措置を講ずべき者が

その措置を講じていないと認められるとき、又はその措置を講ずることを命令するい

とまがないと認められるときは、必要と認める防除措置を講ずるべきことを、海上災

害防止センターに対し指示することができるものとします。また、必要に応じ、自衛

隊に対して災害派遣要請を行います。 

イ 陸上における防御活動の分担 

（ア）三重紀北消防組合消防長は、防御活動を指示するとともに、必要に応じ流出油の状
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況を尾鷲海上保安部長に連絡します。 

（イ）尾鷲海上保安部長は、三重紀北消防組合消防長との連携を密にし、必要に応じ海上

警戒を行います。 

（３）発災事業所、船舶等の措置 

ア 防災関係機関への通報及び連絡要員の配置 

イ 流出源の閉止及び拡大防止措置 

ウ 火気使用禁止措置 

エ 事業所内での危険区域の設定 

オ 住民に対する広報活動 

カ 流出油の回収措置 

キ 周辺事業所、他の事業所への通報及び協力要請 

ク その他の災害の規模に応じた措置 

（４）町の措置 

ア 沿岸に漂着した流出油の除去・回収等活動及び連絡調整 

イ 災害情報の収集及び伝達 

ウ 住民に対する広報 

エ 防災資機材の調達搬入 

オ 他市町に対する応援要請 

カ 県に対する自衛隊の派遣要請の要求 

キ その他の災害の規模に応じた措置 

（５）県の措置 

ア 沿岸に漂着した流出油の除去・回収等活動の支援及び連絡調整 

イ 沿岸市町、防災関係機関等への災害情報の収集伝達 

ウ 自衛隊、他府県等に対する応援要請 

エ 関係機関が実施する応急対策への必要な協力 

オ その他の災害の規模に応じた措置 

（６）県警察の措置 

ア 災害情報の収集及び伝達 

イ 危険区域内への立入禁止等 

ウ 被災者の救助 

エ 避難の指示及び誘導 

オ 緊急通行車両の通行の確保 

カ 災害現場周辺の警備並びに広報活動 

キ その他の災害の規模に応じた措置 

（７）三重紀北消防組合消防本部の措置 

ア 災害情報の収集及び伝達 

イ 陸上での火気使用禁止措置 

ウ 流出油拡大防止の指示及び危険区域の設定 

エ 人命救助及び負傷者等の緊急搬送 

オ 尾鷲海上保安部との連絡調整 

カ その他の災害の規模に応じた措置 

（８）尾鷲海上保安部等の措置 

ア 災害情報の収集及び伝達 

イ 海上での消火及び火気使用禁止措置 

ウ 船舶の渡航及び停泊禁止区域の設定及び警戒 

エ 流出油の拡大防止措置 

オ タンカーの船長がとるべき措置の指示 

カ 流出油に対し、措置義務者に除去を命ずる等必要な措置 

キ 危険区域内及びその付近の船舶に対する避難、立ち退き及び航行の制限又は禁止措置 

ク 消防長との連絡調整 

ケ 人命救助及び負傷者等の救急搬送 
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コ 協議会に対する協力要請 

サ 自衛隊の災害派遣要請 

シ その他の災害の規模に応じた措置 

（９）その他の防災関係機関 

自らの防災対策を講ずるとともに、関係機関の応急対策に協力します。 

 

第２項 津波時の船舶等の自主避難対策 

在港船舶及び沿岸で操業中の漁船は、津波予報を受けた場合又は津波のおそれがある場合は、

それぞれ船舶の大きさ、予想される津波の規模等に応じ、湾外へ避難し、又は船舶を岸壁に固定

し、若しくは陸上へ引き上げなどを行いますが、地震発生後、短時間で津波の来襲が予想される

場合は、直ちに乗員は陸上の安全な場所に避難するなど人命を最優先にした必要な対策を速やか

に行います。 

なお、津波注意報発表時における運航の判断は事業者が行います。 
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第２節 危険物施設等の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１項 発災時に町が実施する対策 

１ 使用停止命令等 

町長は、公共の安全の維持又は災害の発生防止のため緊急の必要があると認めるときは、

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しく

は取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用の制限をすることができます。 

 

２ 応急措置態勢の確保 

（１）関係機関への通報及び応急措置体制の確立 

危険物、高圧ガス、毒物・劇物、火薬類、放射性物質等による被害が発生したとき、又

は発生するおそれがあるときは、直ちにその旨を三重紀北消防組合に通報して出動を要請

するとともに、尾鷲警察署及び県等の防災関係機関に通報します。 

また、被害の状況、災害の危険性が及ぶ範囲等について調査します。 

（2）警戒区域の設定等 

危険物の流出、火災等により、施設周辺に被害が及びことが予想される場合には、警戒

区域を設定して区域内の住民等に避難を指示します。 

 

第２項 二次災害防止対策 

１ ガス施設 

（１）事故発生時の通報等 

ガス施設事業者等（ガス製造所、高圧ガスの販売所・貯蔵所等）は、事故が発生したと

きは、関係機関（県、町、三重紀北消防組合等）に通報し、町長は、次の緊急措置をとり

ます。 

ア 消防機関への出動命令及び警察官、海上保安官への出動要請（基本法第58条） 

イ 警戒区域の設定に伴う、立入制限、禁止及び退去（同法第63条） 

ウ 物的応急公用負担行為の権限及び障害物除去等の権限（同法第64条） 

（２）二次災害防止対策 

ア 住民の安全の確保 

消防職員は、ガス事業所、高圧ガス製造所・販売所・貯蔵所等の事業者等から通報を

危険物施設、高圧ガス施設、毒物劇物保管施設、火薬類貯蔵施設、放射性物質施設等の事

故等による災害が発生したときは、施設管理者による応急対策とあわせて、町及び防災関係

機関による応急対策により、二次災害を防止します。 

第２節 危険物施設等の保全 

第１項 発災時に町が実施する対策 

第２項 二次災害防止対策 

【主担当課等】 

  消防班、三重紀北消防組合 
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受けたときは、直ちに事故現場に出動し、ガス事業者等と連携をとりつつ防御活動を実

施します。町は、互いに連携をとりながら、速やかに危険区域の住民に事態を周知し、

住民の安全を確保します。 

イ 火気規制、立入規制 

消防職員は、ガス事業者等と協議の上、事故現場を中心に交通規制を行い、警戒区域

を設定し、区域内の火気の禁止及び立入規制について、住民に周知徹底させます。 

ウ 避難の指示及び場所 

町長は、危険のおそれがある区域内の住民に避難のすべき理由を周知し、自主防災組

織等と連携して、風向き等を考慮しながら直ちに安全な場所へ避難誘導します。 

 

２ 毒物劇物施設 

（１）事故発生時の通報等 

毒物劇物施設事業者等（毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び業務上取扱者）は、毒物

劇物の流出及び飛散等の事故が発生したときは、回収その他の保健衛生上の危害防止に必

要な措置を直ちにとるとともに、尾鷲保健所、尾鷲警察署又は紀伊長島、海山消防署に事

故発生を届け出るものとします。（毒物及び劇物取締法第 16条の２）。 

（２）二次災害防止対策 

町は、県及び警察等関係機関と協調し、住民に対する広報、汚染区域の拡大防止措置、

警戒区域の設定、被災者の救出救護及び避難誘導等の措置をとるとともに、飲料水汚染の

可能性がある場合には、河川下流の水道水取水地区の担当機関に連絡する等の措置をとり

ます。 

 

３ 火薬類保管施設 

（１）危険時の通報等 

危険時に際して、火薬類の所有者又は占有者は、事故防止対策を直ちにとり、遅滞なく

その旨を警察官、海上保安官に届け出るとともに、消防署に通報します。（火薬類取締法第

46条） 

（２）二次災害防止対策 

危険が差し迫ったときは、本項１ガス施設（２）に準じた対策をとります。 

 

４ 放射性物質施設 

放射性物質の事故により、保健衛生上身体に危害が発生し、又は発生するおそれがある場

合の応急対策は本計画によるものとします。 

（１）事故発生時の通報等 

放射性物質施設事業等（放射性物質の使用者、販売者及び廃棄業者並びにこれらの者か

ら放射性物質の運搬を委託された者）は、その所持する放射性物質の事故が発生したとき

は、速やかに次の機関に通報するものとします。 

ア 尾鷲保健所 

イ 尾鷲警察署 

ウ 三重紀北消防組合（消防本部及び紀伊長島・海山消防署） 

エ 紀北町役場 

（２）二次災害防止対策 

事故発生の通報を受けたときは、尾鷲保健所及び尾鷲警察署等と相互に密接な連絡のも

とに直ちに次の応急措置を実施します。 

ア 住民に対する広報 

イ 汚染区域の拡大防止措置 

ウ 警戒区域の設定及び交通規制等の必要な措置 

エ 避難指示 

オ 被爆者の救出及び救護 

カ 飲料水汚染の可能性がある場合の河川下流の水道水取水地区の担当機関への連絡 

キ 輸送中の事故にあっては、販売事業者、使用者等の専門技術者の現場への出動指示 
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第３節 航空機・列車・船舶事故等突発的災害への対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１項 活動態勢 

町は、これらの緊急事態が発生した旨の通報を受けた場合は、速やかに情報収集を行い、町長

が必要と認めた場合には町災害対策本部を設置して、適切な配備体制を敷くものとします。 

なお、詳細については、本計画によるものとしますが、災害の特性に合わせて臨機応変な活動

体制をとるものとします。 

また、町災害対策本部を設置した場合には、県（防災対策部災害即応・連携課）へ報告します。 

 風水害等対策２第１章第１節「活動態勢の整備」（Ｐ．３-11）参照 

 

第２項 応急対策活動 

町は、必要に応じて次の応急対策活動を実施します。また、これら以外の応急対策活動につい

ても必要に応じて迅速かつ的確に実施します。 

なお、詳細については、本計画によるものとします。 

 

１ 被害情報収集・連絡活動 

 風水害等対策２第１章第６節「被害情報収集・連絡活動」（Ｐ．３-38）参照 

 

２ 救助及び消防救急活動 

 風水害等対策２第２章第１節「救助及び消防救急活動」（Ｐ．３-45）参照 

 

３ 医療・救護活動 

 風水害等対策２第２章第３節「医療・救護活動」（Ｐ．３-53）参照 

 

航空機の墜落炎上や列車の追突及び脱線、船舶の沈没、ガス爆発、トンネル崩落等による

道路災害、大量の油流出など、突発的な事故災害により、多数の死傷者が発生した場合にお

ける被災者及び周辺住民の救出・救助活動とその支援活動に必要な対策について定めます。 

第３節 航空機・列車・船舶事故等突発的災害への対策 

第１項 活動態勢 

第２項 応急対策活動 

【主担当課等】 

  本部事務局、消防班 

 



【第５部 特定災害に対する応急対策】 

第１章 重大事故・特定災害 
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４ 避難の指示等及び避難場所等の確保 

 風水害等対策２第３章第１節「避難の指示及び避難場所等の確保」（Ｐ．３-59）参

照 

 

５ 自衛隊及び海上保安庁への災害派遣要請等 

 風水害等対策２第１章第４節「自衛隊及び海上保安庁への災害派遣要請等」（Ｐ．３

-26）参照 
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第２章 大規模火災対策 

 

第１節 大規模火災・林野火災の対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１項 活動態勢 

１ 消防活動態勢 

町及び三重紀北消防組合等の消防機関は、大規模火災や林野火災が発生したときは、これらの

火災による被害の軽減を図るため、火災規模に対応し得る消防隊を編成し、重大な事態に至らな

い態勢をとり、万全を期します。 

 

２ 広域協力活動態勢 

（１）応援要請 

町長等は、大規模災害、林野火災が次のいずれかに該当する場合には、「三重県内消防相互

応援協定」に基づき、県及び協定している他の市町等の長に対し応援要請を行います。 

ア その災害が他の市町に拡大し、又は影響を与えるおそれがある場合 

イ 発災市町等の消防力によっては防御が著しく困難と認める場合 

ウ その災害を防除するため、他の市町等の消防機関が保有する車両及び資機材等を必要とす

る場合 

エ 町長又は消防長が必要と認める場合 

（２）活動調整 

町長等は、県に対し災害の状況等について報告し、消防の相互応援に関して必要な連絡調整

を求めます。 

 

大規模火災・林野火災が発生した場合においては、被害の軽減を図るため広域協力活動体制を

とり、人命の危険、人家等への延焼危険その他重大な事態を防ぎます。 

【主担当課等】 

  危機管理課 

 

第１節 大規模火災・林野火災の対策 

第１項 活動態勢 

第２項 応急対策活動 

第３項 林野火災空中消火活動 
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第２項 応急対策活動 

１ 応急対策活動の実施 

大規模火災・林野火災が発生した場合は、第５部第１章第３節第２項「応急対策活動」に準じ

て必要な応急対策活動を実施します。 

 第５部第１章第３節第２項「応急対策活動」（Ｐ．５-９）参照 

 

２ 大規模林野火災におけるヘリコプターの活用 

大規模な林野火災が発生し、人命の危険、人家等への延焼危険その他重大な事態となるお 

それがあるときは、町長は、知事に対して防災ヘリコプターの応援要請を行います。 

 風水害等対策２第３章第５節「県防災ヘリコプターの活用」（Ｐ．３-72）参照 

 

 

第３項 林野火災空中消火活動 

１ 空中消火の実施 

町長等は、林野火災空中消火を実施するにあたって次の措置を行います。 

（１）初動体制の整備 

ア 町長等は、紀北町地域防災計画等の定めるところにより災害情報等を県（消防・保安

課）に報告します。 

イ 空中消火基地の選定及び設定 

空中消火基地の選定にあたっては、火災現場に近く、資機材等輸送のため大型車両等

の進入が容易であり、100トン以上の水源を有し、毎分１トンの取水が可能な平坦な場所

を選定します。 

空中消火基地のうち、離着陸場所（ヘリポート）の選定については、第１章第４節「自

衛隊及び海上保安庁への災害派遣要請等」に定めるとおりです。 

風水害等対策２第１章第４節「自衛隊及び海上保安庁への災害派遣要請等」（Ｐ．３-26）参

照 

ウ 火災現場付近の状況の把握 

（ア）空中消火を効果的に実施するため、風向、風速等の状況を把握しておきます。 

（イ）危険防止のため、ヘリコプターが活動する区域の障害物の有無を把握しておきます。 

エ 資機材の確保 

（ア）他の自治体、関係機関の保存状況を把握し、補給できる体制を整えます。 

（イ）使用可能な消火機材及び消火剤数量並びにこれらの保管場所を把握しておきます。 

オ 輸送手段の確立 

（ア）資機材等を空中消火基地に運ぶため、輸送ルート、輸送手段を確立しておきます。 

（イ）陸上輸送の場合は、必要に応じて警察署と連絡をとり、先導等の措置をとります。 

（２）空中消火活動 

ア 現場指揮本部における任務 

（ア）情報の総括 

空中偵察用航空機、空中消火用航空機、各消防団その他関係機関からの情報収

集と総括を行います。 
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（イ）空中・地上各消火隊の活動統制 

消火活動が有機的に実施できるよう消火計画を作成し関係機関との連絡調整を

行います。 

イ 作業手順及び作業内容 

消火薬剤の調合、作業手順等、関係機関と事前打合せを行い消火活動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）派遣要請 

ア 県防災ヘリコプターの派遣要請 

町長は、林野火災が発生し、人命の危険、その他重大な事態となるおそれのあるときは、

県防災ヘリコプターの支援を要請することができます。 

支援を要請する場合は第３章第５節「ヘリコプターの活用」の手続きにより行います。 

 風水害等対策２第３章第５節「県防災ヘリコプターの活用」（Ｐ．３-72）参照 

（４）報告 

町は、空中消火を実施した場合、速やかにその概要を県（消防・保安課）に報告します。 

報告事項 

（ア）林野火災の場所 

（イ）林野火災焼失（損）面積 

（ウ）災害派遣を要請した市町名 

（エ）災害派遣に要した航空機の機種と機数 

（オ）散布回数（機種別） 

（カ）散布効果 

（キ）地上支援の概要 

（ク）その他必要事項 
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